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台風１０号が迫り来る９月４日に、第２回大井川水系ダム管理連絡調整協議会が開催されました。

協議会では、既存ダムによる洪水調節機能強化に向けて、事前放流（※１）時の連絡体制や運用方法などについて、

河川管理者・ダム管理者・関係利水者による議論が行われました。

＜協議会での審議概要＞

仮に台風10号による降雨により、大井川沿川で水災害が発生する恐れが生じた場合は、関係者が連携し本協定

（※2）を遅滞なく運用していくこと。また、運用にあたり、引き続き、関係者と情報共有を図っていくことが確認されました。

大井川水系ダム管理連絡調整協議会 http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/01_kasen/12_kyougikai/damkanri_ooi/index.html

協議会の風景

※１ ： 河川の洪水発生を予測した場合に、流域にあるダムの水位を事前に低下させ、利水目的の水量を治水目的の水量として、一時的に活用する操作のこと

※２ ： 大井川水系（大井川）治水協定 大井川における既存ダムの洪水調節機能強化に向けて関係機関が取り交わしを行った協定書 （令和2年5月29日締結）

第2回 大井川水系ダム管理連絡調整協議会 開催

大井川での既存ダムによる洪水調節機能強化を確認

日時：令和2年9月4日 15:00～16:15
場所：島田市民総合施設　プラザおおるり　第３多目的室

参加機関

国土交通省中部地方整備局
長島ダム管理所

農林水産省関東農政局農村振興部

農林水産省関東農政局
西関東土地改良調査管理事務所

静岡県大井川広域水道企業団

東遠工業用水道企業団

中部電力株式会社静岡水力センター
塩郷水力制御所
東京電力リニューアブルパワー株式会社
早川事業所
静岡県経済産業部
農地局農地整備課
静岡県交通基盤部
河川砂防局河川企画課
国土交通省中部地方整備局
静岡河川事務所

協定締結後の取組について 資料５
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・大井川沿川の水害の発生防止を目的に、令和２年５月２９日に大井川に関係するダム管理者、河川管理者、関係利

水者にて「大井川水系（大井川）治水協定」を締結しています。

・令和２年１０月７日１８時３０分に、気象庁からの、令和２年台風１４号に関する気象情報を受け、静岡河川事務所は協

定に基づき、ダム管理者に事前放流を実施する態勢に入るよう伝達しました。これは、協定締結後、初となるものです。

・幸い、台風１４号の進路が予想より、日本から離れた進路となったため、予測降雨量が基準降雨量まで達せず、実際

に事前放流を実施するまでには至りませんでした。

・引き続き関係機関と連携し、大井川での水害発生の防止に向け、協定の適正な運用を実施していきます。

令和２年 台風１４号で、「大井川水系（大井川）

治水協定」 を初めて運用しました。

令和02年10月10日10時気象庁発表 台風14号

出典 : 「台風進路予想図（気象庁ホームページより）」

令和02年10月7日15時気象庁発表 台風14号

出典 : 「台風進路予想図（気象庁ホームページより）」

協定締結後の取組について
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参考：既存ダムの事前放流の取組について

激甚な水害を発生させる堤防決壊を防ぐための洪水時の対応
・地域による水防活動（従来からの対応）
・全ての既設ダムの活用により洪水の貯留を増やすことで河川水位を下げる（新たな対応）

ダムによる洪水の貯留は、ダム下流河川の洪水時水位を下げるため、長大な河川堤防を守る手段と
して、水系全体の水害リスクを低減させることが期待できる。

堤防決壊 堤防の一部損傷 堤防の損傷なし

激甚災害を避ける

【洪水時の対応で期待すること】

激甚災害につながる可能性を避ける

※堤防決壊は、堤防材料（土など）の流出が進行して発生する。洪水時の河川水位を少しでも低くすることは、越水、侵食、漏水など
による堤防材料の流出を抑制することとなる。
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【事前放流の開始基準】
大井川長島ダム地点で48時間雨量が３５８mm以上の降雨が予測された場合。

※48時間３５８mm雨量とは、大井川長島ダム地点における雨量で、近年（平成23年9月18日）で静岡県
管理区間で被害が最も少なかった降雨

【事前放流開始から終了までのイメージ】
①「台風に関する気象情報（全般台風情報）」、「台風に関する全般気象情報」が発表され、事前放流実
施の可能性がある状況になった場合に、ダム管理者は事前放流実施体勢に入る。
②ダム管理者は上記開始基準に該当する状況となった場合に、事前に関係機関に連絡の上、事前放
流を実施（連絡事項：事前放流開始予定時刻、事前放流量等）。
③事前放流中断基準に該当する状況となった場合に、ダム管理者は事前放流実施体勢を解除。

【事前放流実施における留意事項】

・事前放流はダムごとに設定する「洪水調節可能容量」を限度として、上流域の降雨から予測されるダ
ムへの流入量を踏まえ、ダム管理者が必要量を算定し実施。
・開始基準に達し事前放流を実施する場合に、各ダム流入予測等を踏まえ適切な量をダム管理者が算
定の上、決定します。開始基準に達した場合に洪水調節可能容量の全量を確保する（最低水位まで下
げる）のではない点にご留意ください。

事前放流基準について

参考：既存ダムの事前放流の取組について 資料５
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発電所など

常時満水位
洪水吐ゲート

利水放流管

予測降雨量から貯水位低下量を算定
（見直し・中断・中止・回復）

洪水調節可能容量※

※洪水調節可能容量
常時満水位から3日間で放流した
場合の容量（施設保安のために必
要な容量を上限）でダム管理者が
設定したもの。

参考：既存ダムの事前放流の取組について
洪水調節可能容量の考え方と事前放流の実施イメージ
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参考：大井川水系（大井川） 事前放流の実施フロー

予測降雨量をもとにダムの流入総量を算出し、事前放流により確保する容量として、
洪水調節可能容量を算定し、これを貯水位に換算

予測降雨量

流入総量流域面積

予測される
流入総量

利水容量

事前放流により
容量を確保

８４時間先予測（ＧＳＭ）

予測降雨量
（mm）

時間（日）

１日 ２日 ３日

予測降雨量が
358mmを超過

予測
降雨量
（mm/時間）

【貯水位低下量】

基準降雨量

予測降雨量

洪水調節可能容量を確保するべく水位低下

算出

③ ・予測降雨量が基準降雨量(358mm/2日間)を上回
り、ダム管理者が事前放流の実施を決定
・ダムの流入総量を予測し、貯水位低下量
（洪水調節可能容量を水位に換算）を算定

①気象台が「台風に関する全般気象情報」や「大雨に関する全
般気象情報」を発表

②・河川管理者が、ダム管理者へ、①の情報を提供し、事前
放流を実施する態勢に入るよう伝える
・ダム管理者が国土交通省のシステムにアクセス し、予測
降雨量を注視

④事前放流の開始（ダム管理者）

〇事前放流の実施判断

ダム管理者
が予測降雨
量を注視

【基準降雨量】

ダム上流域で基準降雨量(358mm/2日間)上回るとき、 下
流河川において、氾濫するおそれがある危険な状態となる

358mm/2日間
（長島ダム上流域の基準降雨量）

※小規模な農業用ダム等については、季節ごとにあらかじめダムの水位を
低下させておくなどの運用（簡易な事前放流）を行う。
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基本方針計画雨量（551mm/2日）
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神座 長島ダム 〇：家屋浸水実績がある洪水

年最大2日雨量（神座地点）（長島ダム地点）

基準雨量の設定
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計画高水流量 9,500m3/s

河道整備流量 8,100m3/s

年最大流量（神座地点）
H23.9洪水（最大雨量356mm/2日）※で被害発生
※H23.9は別途、518mm/2日の洪水も発生している

長島ダム運用開始
（平成14年）

大井川の年最大2日雨量・流量

大井川における主要洪水と被害の実績

 長島ダムは、平成14年から運用開始し、洪水調節が実施されている。運用開始以降、静岡県管理区間で被害が発生しているのは、平成14年台風６号（３
６３ｍｍ/２日）、平成１５年台風１０号（３３１ｍｍ/２日）、平成２３年台風１２号（５１８ｍｍ/２日）、平成２３年台風１５号（３５６ｍｍ/２日）である。その中で、
平成２３年台風１５号（３５６ｍｍ/２日）の被害は、水害区域面積０．０５ｈａ、浸水家屋１棟と最も被害が少なかった。

 静岡県では、令和元年度に七曲りブロック整備計画が策定され、同年に河道掘削等の整備が実施される等、被害の軽減に努めている。長島ダム運用開
始後、浸水被害が発生した実績降雨の中で、最も被害が少なく、河床状況が現行河道に近い直近の実績降雨である平成２３年台風１５号（３５６ｍｍ/2
日）を基準降雨量とする。（長島ダム地点 ３５８ｍｍ/２日）

赤枠：長島ダム運用開始後の被害

H23.9洪水（台風15号）の浸水被害
・水害区域面積 0.05ha
・浸水家屋 1棟

神座地点 長島ダム地点

（370）

（307）

（584）

（358）

（ ）長島ダム地点
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